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戸頭町会自主防災会

　令和8年度戸頭町会、戸頭町会自主防災会定時総会を以下のとおり開催する

こととなりました。

戸頭町会は法人格を有する認可地縁団体であり、地方自治法第２６０条の１３

の規定から、年１回の総会開催が義務付けられているため、以下のような形で

開催致します。

議案は、添付した内容になりますので、事前にお目通しいただきますようにお

願い申し上げます。

１． ご出席される場合

(1) 開催日時 令和8年４月19日（日）１０時００分から　

(2) 開催場所 戸頭公民館２階　講座室A.B

※出席される方はご自身の体調をお確かめの上､マスク着用や手指の

消毒などの個人での感染症対策に努めてください。

※現､新班長さんはできるだけ総会へ参加いただきたくお願いします。

２．委任状により参加

「委任状」に必要事項を記入のうえ、令和7年度班長さんへ4月12日(日)

までに提出ください。班長さんは4月14日(火)までに令和7年度地区部長

さんへ提出ください。地区部長さんは4月16日(木)15時迄に東集会所に

届けてください。＊ポスト投函でもＯＫです。

令和8年4月4日

会長　古舘 貴弘
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